
京都市保育士等人材確保検討会議開催要綱 

 

（開催の趣旨） 

第１条 本市において待機児童対策として保育所，児童館・学童保育所，京都市昼間里親，

小規模保育事業等で勤務する者（以下「保育士等」という。）を確保するための取組を実

施するに当たり，関係団体との連絡調整を図るため，京都市保育士等人材確保検討会議

（以下「会議」という。）を開催する。 

 

（会議の構成） 

第２条 会議は，以下に掲げる者又は団体の代表者により構成する。 

 ⑴ 子育て支援部保育課長 

 ⑵ 同部児童家庭課長 

 ⑶ 公益社団法人 京都市保育園連盟 

 ⑷ 京都市日本保育協会 

 ⑸ 公益社団法人 京都市児童館学童連盟 

 ⑹ 京都市昼間里親連絡会 

 ⑺ 京都労働局職業安定部職業安定課 

 ⑻ 京都保育士養成研究会 

 

（会長及び副会長） 

第３条 会議に会長及び副会長を置く。  

２ 会長は保育課長とし，副会長は児童家庭課長をもって充てる。  

３ 会長は，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

 

（会議の所掌事務） 

第４条 会議では，主に京都市保育人材サポートセンターの設置運営及び就職フェアの実

施並びに就業継続支援研修・潜在保育士再就業支援研修の実施等，本市の保育士等の確

保に係る取組について，関係団体との連絡調整を行う。 

２ 会長は，前項に定めるもののほか，会長が必要と認める事項に係る連絡調整を行うこ

とができることとする。 

 

（事務局） 

第５条 会議の事務局は，保健福祉局子育て支援部保育課に置き，会議の庶務等を行う。 

 

（会議等） 

第６条 会議は，市長が招集する。  

２ 会長は，必要と認めるときは，第２条に掲げる者又は団体の代表者以外の者を会議に

出席させ，その意見又は説明を求めることができる。 

３ 会議の議事進行は事務局が行う。 

 

（会議と本市の関係） 



第７条 本市は，会議において出された意見を十分に勘案し，事業内容を決定することと

する。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，会議の開催に必要な事項は，保健福祉局子育て支

援担当局長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は，決定の日から施行する。 

 

 


